
令和７年度
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入 院 中 か ら 始 ま る 支 援 の つ な が り
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高次脳機能障害とは

➢脳損傷後の後遺症

➢ 受傷発症後で認知機能が変化する

➢ 認知機能に障害があり社会参加に課題が

生じている

➢ 見えづらく、分かりづらい障害

➢ 中途障害であり、受傷によって変化した新しい自分での生活を再構
築することを要する
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はじめに

今日は、入院中から生活および就労を見据えた支援を開始し、視点を共
有するとともに、地域・就労支援機関との連携を円滑に進めることを目指
していきたいと考えています。

私たちが果たす役割を再確認し、退院後も切れ目のない支援につなげてい
くための基礎的な理解をしていきましょう。



職場に障がいを伝えたくない

障がいのことは、会社に伝えなくてもいいんじゃないかな・・・
障害者雇用って給料安いよね・・・
障がいのこと伝えたら給料下げられちゃう・・・
障害者だと思われたくない・・・
自分ではできると思うのに仕事変えられちゃう・・・

⇒・障害をオープンにするかは最終的に本人に決定権があるかもしれない。
でも「安定して働き続ける」ことを考えたら、どうでしょうか？

・隠していても働いていくうちに、うまくいかないことが出てきたり、問題になっ
たり、信用を無くす、取り返しのつかないミスをしてしまうことがあります。

・周囲に必要な配慮をしてもらい、自分ができることを確実に行っていくことが大
事ではないでしょうか

。



就労の訓練なんて自分には必要ない！！

お金をかけてまで就労支援を受ける必要はないと思う・・・
なんのために就労の訓練を受けなければいけないかわからない・・・
今すぐでも復職できると思う、ちょっと頑張れば早く復職できるんじゃないかな・・・
実際の職場に戻ればそれがリハビリになるから訓練はいらないよ・・・

⇒・自分の状態を理解しないまま仕事に就くと、初めは問題にならなくても、しばらく
するとミスが積み重なってトラブルになることもあります。

・職場での認識不足。上司が忙しくて仕事の状況をゆっくり確認することができな
かったり、慣れればできるようになるかなと問題が大きくなるまで 様子を見てし
まうこともあります。

～自己理解は認知機能の中でも１番高度な機能！～



早く働かないと！！！

もう今すぐ働かないと！
生活できないし！
職場も自分がいないと困るはず・・・
自分の席がなくなる！

⇒・入院生活が長くなると、焦りが出てくる人もいます。
そんなことやってる場合じゃないと焦る気持ちは理解できます。
「焦り」の理由を理解しましょう。

・社会的地位や経済的な事で焦っているのか・・・
・自分の障害を理解していない、見通しが立てられない、論理的に考えられな
いなどの後遺症から来るものなのか。

・「長く続けられることを考える」「目の前のできることの積み重ねが先につなが
る」ことを伝えてみましょう。



症状が軽度と判断されやすい事例における課題

・ADLが自立しているため自宅退院はできる。

・日常生活は出来るため支援につながらないまま。

・外来通院でも状態安定しているため、定期処方のみ。
通院頻度も月１回から３ヵ月に１回程度。

・入院生活では困り感なく過ごせた。だから、仕事も問題ないという感覚。
実際何が困り感として出てくるか家族も本人も認識していないことも。

・それまで働いていた「自分」があるゆえに、できることができなくなった自分
を受け入れることに難渋する。

・仕事開始後に周りから浮いてしまう。



0２
治療と仕事の両立支援

病気を抱えながらも、原良食いよく・能力のある労働者
（患者）が、適切な治療を受けながら生き生きと就労を続

けられるよう支援すること。



治療と仕事の両立支援の背景

●生産年齢人口（15‐64歳）の減少
・少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少
・労働力不足の深刻化、経済活動に影響

●働く高齢者の増加と疾病
・高齢の労働者の増加に伴い、病気を抱えながら働く人が増加

●通院での治療が可能になり、幅広い年代で病気を抱えながら働く人が増加

⇒社会的課題に対し治療と仕事の両立支援は重要な対策の一つ



治療と仕事の両立支援のメリット

患者（労働者）

• 仕事を理由に治療の機会を逃さず、適切な治療を受けることができる

• 治療が必要な事を理由に職業生活の継続を妨げられず、働き続けられる

• 仕事の継続により経済的な不安を軽減し、生活の質（QOL）を維持・向上できる



治療と仕事の両立支援のメリット

職場

・人材の維持・確保

・経験豊富な人材の流出を防ぎ、定着率を向上

・生産性の向上

・従業員が心身共に健康な状態で働く事で集中力や意欲が高まる

・企業イメージ向上

・従業員を大切にする企業姿勢は社会的評価を高め新たな人材採用に有利となる

治療と仕事の両立支援の努力義務化

2026年4月からは労働施策総合推進法により努力義務化へ

・治療を考慮した安全な職場環境を提供

・就労内容に応じて適切な配慮をする



中途障害者の一般的な就労支援の流れ

令和６年度第２回鳥取県高次脳機能障がい支援研修会 資料参照



治療と仕事における関係図

令和６年度第２回鳥取県高次脳機能障がい支援研修会 資料参照



令和６年度第２回鳥取県高次脳機能障がい支援研修会 資料参照



企業文化を知ることの重要性

令和６年度第２回鳥取県高次脳機能障がい支援研修会 資料参照



リスクに関する考え方の相違

令和６年度第２回鳥取県高次脳機能障がい支援研修会 資料参照



罹患労働者に関するNG

令和６年度第２回鳥取県高次脳機能障がい支援研修会 資料参照



文化の違い

令和６年度第２回鳥取県高次脳機能障がい支援研修会 資料参照



復職判定の判断基準は？

令和６年度第２回鳥取県高次脳機能障がい支援研修会 資料参照



リハビリテーションと両立支援コーディネーターとの連携

令和６年度第２回鳥取県高次脳機能障がい支援研修会 資料参照

両立支援における病院の役割は？

⇒身体機能や高次脳機能の評価
と合わせて実際の作業評価を
行う

⇒対象者・環境への働きかけ
⇒多職種・職場連携の円滑化



就労関連施設との関係

令和６年度第２回鳥取県高次脳機能障がい支援研修会 資料参照



厚生労働省リーフレット



０３
支援に関する制度

生活および就労に関連する各種制度の全体像を
整理する



高次脳機能障害支援に関するさまざまな制度活用

医学リハ 社会リハ 職業リハ 社会参加

入院中：
医療・リハビリ
身の回りの自立

退院後：自宅での生活の安定
日中活動確保
生活リズム・外に出る・

               家族以外の人と話す

復職・新規就労支援 就労継続支援
職業準備性向上 ： 医学的安定・生活リズム・通勤・

体力・意欲・自己理解・対人関係・
                                     周囲の理解

日
中
活
動

就
労
支
援

介護保険：通所リハビリ・訪問リハビリ等 医療保険：通院リハ・訪問リハ・精神科デイ等 就労先
・一般雇用
・障害者雇用
・特例子会社
・就労継続支援
Ａ型等

高次脳機能障害診断書
障害福祉：生活介護 ・地域活動支援センター ・就労継続支援Ｂ型 ・就労移行支援 ・移動支援等

就労支援機関：地域障害者職業センター、就業・生活支援センター、ハローワーク等

休職期間の確認
退職後 ： 働けない（傷病手当金受給・症状固定前）⇒受給延長届（最長３年間）

働ける⇒求職登録⇒雇用保険基本手当

共
通
制
度

６か月：精神障害者保健福祉手帳

通院医療費：自立支援医療

１年半：

障害年金申請 高次脳機能障害多職種連携支援・事例検討会・制度活用の手引きより一部改変

2020.10.15 福島県高次脳機能障がい支援室作成 改変禁止

交
通

事
故

労
災

病
気

所得：休業損害
医療：治療費

所得：休業（補償）給付
医療：療養（補償）給付

症
状
固
定

自賠責保険後遺障害等級決定
任意保険金額決定

労災保険後遺障害等級決定
労災年金（1-7級） or 労災一時金（8-14級）

医療費：アフターケア医療

所得：傷病手当金（健保のみ、国保は無） 概ね１年半
医療：健康保険（療養給付）

６か月：生命保険



支援に関連する制度

経済:
□自動車保険
□労災保険
□医療保険
□障害年金
□雇用保険
□医療費助成

就労：
□ハローワーク
□地域障害者職業センター
□障害者就業・生活支援センター

在宅生活：

□障害福祉サービス等

□介護保険サービス

全般：
□障害者手帳



在宅生活・就労に関連する制度

• 地域障害者職業センター
職業相談・職業評価・職業リハビリテーション計画
各都道府県に1～2か所

• 障害者就業・生活支援センター
就業面と生活面の一体的な相談・支援、関係機関との連絡調整
各圏域に1か所程度（全国に約340カ所）

• 障害福祉サービス等
介護・訓練など
各市町村に複数

• 障害者手帳
身体・療育・精神の3種類

①県北
②県中
③県南
④会津
⑤相双
⑥いわき

福島県は１カ所：福島市



相談や計画に関するサービス

自分にあったサービスを知りたい。
近所にどんなサービスがあるのか知りたい。
具体的にサービスを利用したい

こんなとき

指定特定相談支援事業者は、下記を行っている。

• 計画相談支援 （市町村の福祉の窓口に事業所リストがある。）

• サービス等の利用計画の作成

• 利用状況をモニタリングおよび必要に応じた見直し



在宅生活を支援するサービス

家で入浴、排せつ、食事や家事の援助をしてほしい。

こんなとき

• 居宅介護（ホームヘルプ）：ホームヘルパーが自宅を訪問して、

入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活

等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助をする。

家族など、いつも介護している人が数日間出かける。

こんなとき

• 短期入所（ショートステイ）：障害者支援施設や児童福祉施設

等で、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を短期間行う。



昼間の生活を支援するサービス

夜は家で過ごしたいが、日中は施設に通って、いろいろな活
動をしたい。入浴、排せつ、食事などの援助をしてほしい。

こんなとき

生活介護（ディサービス）事業所が下記を行っている。

• 創作的活動、生産活動の機会の提供

• 身体機能や生活能力の向上のために必要な援助

• 入浴、排せつ、食事等の介助

• 調理、洗濯、掃除等の家事

• 生活等に関する相談、助言

• その他日常生活上の支援



訓練のためのサービス

家や仕事に復帰する前に、生活リズムや必要な手段を
身につけて、生活能力を高めたい。

こんなとき

自立訓練事業所が、自立した社会生活を送るために必
要な、 移動、日常生活、コミュニケーション、職業準
備訓練等の機会を提供している。

機能訓練 生活訓練

障害種別※ 身体障害または難病 知的障害または精神障害

サービス内容

理学療法、作業療法その他必要な
リハビリテーション

入浴、排せつ及び食事等に関
する 自立した日常生活を営む
ために必要な訓練

生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援

人員基準
看護職員 1人以上
PT 又は OT1人以上
生活支援員 1人以上

生活支援員1人以上

※平成30年度改
定で障害種別限
定が解除



訓練のためのサービス

仕事を探したい、自分にあう仕事を知りたい。

こんなとき

就労移行支援：就労移行支援事業所が、下記を行っている。

• 就労に必要な知識や能力を高める訓練

• 求職活動に関する支援

• 利用者の適性に応じた職場の開拓

• 就職後における職場への定着のために必要な相談や支援



障害福祉サービス等に関する情報

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do

障害福祉 検索



障害福祉サービス等の対象

• 身体障害者手帳の交付を受けている方

• 療育手帳の交付を受けている方

• 障害者更生相談所、児童相談所で知的障害が確認できる方

• 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

• 精神障害を事由とする年金や特別障害給付金を受けている方

• 自立支援医療（精神通院医療）を受給している方

• 医師の診断書で精神の障害が確認できる方

• 難病等のある方（平成元年7月１日現在361疾病）



高次脳機能障がい者のための診断書

障害者総合支援法によるサービス
受給には精神障害者保健福祉手帳
の取得が必須ですが、高次脳機能
障害に限り精神障害者保健福祉手
帳を取得しなくてもICD-10国際疾病
分類第10版の器質性精神障害
（FO）の項目を満たす高次脳機能障
害の診断書があれば障害者総合支
援法によるサービス受給が可能で
す。



介護保険サービスと障害福祉サービス等

高次脳機能障害の原因疾患・年齢と福祉サービス

脳血管疾患

40歳未満 40歳以上

障害支援区分認定
（介護給付を受ける場合）

障害者総合支援法に基づく
障害福祉サービス等

外傷性脳損傷、低酸素脳症、
脳炎など

65歳未満 65歳以上

要介護認定

介護保護法に基づく
介護保険サービス

※原則介護保険優先



原因と年齢

• 65歳以上（第1号被保険者）および40～64歳（第2号被保険者）で、原因が脳血管障
害の場合は、介護保険サービス（ホームヘルプやショートステイなど）の利用が優先
される。

• 介護保険に無い障害福祉サービス（同行援護、行動援護、自立訓練（生活訓練）、就
労移行支援、就労継続支援等）は、必要に応じて併用できる。

• 40～64歳で、老化に起因しない脳外傷や、原因が脳炎・脳症などの場合は介護保険
の対象にならない。例えば、45歳で交通事故に遭い高次脳機能障害になった場合は、
障害福祉サービス等の適用になる。

• 40歳未満は、障害福祉サービス等の適用になる。



高次脳機能障害は障がい者手帳の対象

• 高次脳機能障害によって日常生活や社会生活に制約があると診断されれば「器質
性精神障害」として、精神障害者保健福祉手帳の申請対象になる。

• 申請時に必要な診断書を記載するのは、原則として精神保健指定医または精神科
医となっているが、てんかんの患者について内科医が主治医となっている場合の
ように、精神科以外の医師であっても、精神障害の診断治療に従事していると言
える医師は含まれる。

• 高次脳機能障害の診断または治療に従事しているリハビリテーション医や神経内
科医、脳神経外科医のほか、内科医、小児科医等も記載することが可能である。



障害者手帳

【全国一律に行われているサービス】
• 公共料金等の割引：NHK受信料の減免
• 税金の控除・減免：所得税、住民税の控除、相続税の控除、自動車税・自動車取得
税の軽減

• その他：生活福祉資金の貸付、障害者雇用率へのカウント、障害者職場適応訓練の
実施

【地域・事業者によって行われていることがあるサービス】
• 公共料金等の割引：鉄道、バス、タクシー等の運賃割引、携帯電話料金の割引、上
下水道料金の割引、心身障害者医療費助成、公共施設の入場料等の割引

• 手当の支給など：福祉手当、通所交通費の助成、軽自動車税の減免
• その他：公営住宅の優先入居

主な３点
① 障害者雇用の適応
② 障害者職業能力開発校など

職業訓練施設の利用
③ 地域保健福祉施設の利用



ICD（国際疾病分類）-10
F04:記憶障害主体
F06:注意障害、遂行機能障害主体
F07:社会的行動障害主体

診断書は
初診日から
6か月以上

経過後に記載

単身生活を
想定した
能力を記載



0４
就労支援



働くために （職業準備性）

働きたいと思ったら次のことをチェックしてみましょう

□ 医学的に安定している

□ 生活リズムが安定している

□ 通勤することができる

□ 仕事をする体力がある

□ 仕事をする意欲がある（本人の希望？家族の思い？）

□ 人間関係を円滑に保てる

□ 自分のできることと苦手なことがわかる

□ 仕事ができる

「仕事ができるか」
よりも前段階の
準備の方が大切
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復職前の確認ポイント

ポイント１：受傷後の影響と治療状況の確認
※生活・就労面で影響されることなど

ポイント２：受傷前の就労状況の確認
※所属部署、事業所内での役割、働き方など

ポイント３：復帰時の職務内容や職場配置の確認
※休職期間や労災の有無など

ポイント４：復職条件の確認（緩和出勤の有無）
※雇用条件の変更有無など

ポイント５：障害特性や必要な配慮への理解と説明
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就職前の確認ポイント

ポイント１：受傷後の生活面の影響の確認
※残存能力と生活上での支障など

ポイント２：受傷後の作業遂行面での影響の確認
※作業遂行面でのできること、難しいことの整理

ポイント３：労働条件の精査（配慮事項の整理含む）
※ハローワークに相談することもポイント

ポイント４：職場見学や実習の機会を就労前に検討する
※障害者手帳の申請、障害者雇用も検討

ポイント５：就職活動時から医療機関との連携・モニタリング
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ステップ０１ 社会リハビリ（神経心理学的検査等の結果など参照）
□本人、家族の病識 、□生活面の自己管理能力（家事や買い物、移動能力等）、□受傷後の得意・不得意を知る

ステップ０２ 職業リハビリ（残存能力の把握と工夫）
□作業面の得意・不得意を知る、□疲れやすさへの対処、□コミュニケーション能力

ステップ０３就職・復職時のマッチング
□就労条件、□配慮事項、□社会資源・サポート活用

ステップ０２に進むには
医療と複数の関係機関
で治療の段階を話し合う
ことがポイント！

就職・復職のススメ
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ご家族の置かれる状況

受傷
発症

医療機関に
おけるリハビリテーション

再び働くための準備
社会参加

在宅生活の安定

命が助かって

よかった
頑張って訓練すれば

もとに戻るかしら

あら、何だか変ね どうしたらいいの? 性格が変わった
みたい！

ショックや混乱期 期待期 現実と期待（否認）の間で葛藤期
喪失感や葛藤などのストレス

家族関係の再構築期

仕事や社会参加をしてほしい

受傷

発症

医療機関における

リハビリ
在宅生活の安定

再び働くための準備

社会参加
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自宅退院後はどうすればいいの ?

見えづらく、わかりにくい障がい
中途障がい
自己認識に時間がかかる

頭ではわかっていても
実践するのは難しい・・・

お互い自責の念

どうすればいいの?
どこに相談すればいいの?

当事者にしかわからないこともある
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患者・家族サロン
福島県高次脳機能障がい圏域支援拠点では定期的に患者・家族サロンを
開催しております。

・ 目 的：ひとりで抱え込まないで同じ経験をした仲間や家族が体験や気持ちを共有できる場
                        であり、社会資源等情報、家族会の紹介

・対象者：高次脳機能障害の診断を受けている本人とその家族、その関係者

・日 時：県中圏域支援拠点 毎月第３土曜日 午前１０時～１２時

その他の圏域支援拠点 隔月開催

・場 所：各圏域の支援拠点にご確認ください

・参加費：無料 （ご希望の方は原則１週間前に連絡要）

・ 連絡先： 各圏域の支援拠点
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福島県高次脳機能障がい圏域拠点0５

お

問

い

合

わ

せ

②あづま
脳神経外科病院
TEL:024-544-3650

⑤南相馬
市立総合病院
TEL:0244-22-3185

⑥常磐病院
TEL:0246-81-5522

県総括
①総合南東北病院
TEL:024-934-5680

③会田病院
TEｌ：0248-42-2370

④竹田綜合病院
TEL:0242-29-9898



NPO法人高次脳機能障がい友の会
うつくしま

０ ２ ４ － 9 4 2 - 0 2 1 1

0６

友

の

会

郡山市舞木町間明田154

utsukusima@gmail.com



ご静聴ありがとうございました。
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